
©2015 Yamada & Partners All rights reserved. 内容につきましては、「平成28年度税制改正大綱」(平成27年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出
される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門
家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。無断複写・転載を禁じます。

平成２８年度 税制改正解説
法人税～雇用促進税制の改正及び延長①

〇平成30年3月31日まで延長

１．改正の概要

速 報

・雇用促進税制の対象となる増加雇用者（※1）の範囲が、同意雇用開発促進地域（※2）内にある事業所における無期雇用

かつフルタイムの雇用者に限定されます。

・一定の調整計算（※3）を加えた上で、所得拡大促進税制との併用が可能となります（※4）。

・適用期限が平成30年3月31日まで延長されます。

・所得税についても同様の改正が行われます。

内容 改正前 改正案

本体部分

①増加雇用者（※1）の判定
対象事業所

全事業所
同意雇用開発促進地域

に存する事務所

②税額控除額 増加雇用者×40万円 増加雇用者（※5、6）×40万円

③所得拡大促進税制との併用 不可 可（調整計算あり）

地方拠点強化税制
の特例部分

所得拡大促進税制との併用 不可 可（調整計算あり）
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（※1）増加雇用者とは当期末の雇用者数から前期末の雇用者数を控除した数をいう。
（※2）有効求人倍率が低い地域として地域雇用開発促進法に定める一定の地域をいう（平成27年10月1日現在 28道府県 100地域）。
（※3）所得拡大促進税制の対象は、雇用者給与等支給額から増加雇用者に対する給与等支給額として一定の方法により計算した金額を

控除した金額となる。
（※4）地方拠点強化税制の特例部分についても所得拡大促進税制との併用が可能となる。
（※5）無期雇用かつフルタイムの雇用者に限る。
（※6）新規雇用に限るものとし、雇用者数の上限は当該事務所及び法人全体の増加雇用者が上限となる。
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平成２８年度 税制改正解説
法人税～雇用促進税制の改正及び延長②

・２．実務上の留意点

３．今後の注目点

速 報

・増加雇用者の適用対象となる事業所が、全事業所から、有効求人倍率の低い地域に存する事業所のみとなった。

そのため、東京、大阪など都市部でのみ事業所を構える事業者については、適用が受けられないこととなる（適用対象

範囲の縮小）。

・その一方で所得拡大促進税制との併用が可能となり、税制措置は拡大された。

・所得拡大促進税制と併用する場合の具体的な調整計算の方法。

・適用要件の判定（法人全体で判定をするのか、対象事業所のみで判定をするのか）。
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